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2010 年に名古屋市で通称 COP10 と呼ばれる「生物多様性条約締約国会議」が開催さ

れ、愛知目標が採択された。環境省によると、愛知目標は 2050 年までの長期目標（Vision）

として「自然と共生する世界」の実現、2020 年までの短期目標（Mission）として「生

物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する」こととしている。同

時に、短期目標を達成するため、5 つの戦略目標と、その下に位置づけられる 2015 年

又は 2020 年までの 20 の個別目標を定めている。この愛知目標は達成されないと意味が

ないので、その達成に向けた新たな行動計画である「あいち生物多様性戦略 2020」及

びその推進ツールとして「自然環境の保全と再生のガイドライン」が策定された。どち

らの策定にも委員会の委員長として関わったのでその意味について述べたい。 

愛知県はもともと「もの作り」の盛んな県であり、必然的に生物多様性を含めて自然

環境の保全と開発との調和が問題となる。「あいち生物多様性戦略 2020」では愛知県

独自の取組として「あいち方式」を掲げている。この方式は具体的には、１）生態系ネ

ットワークチェックリスト、２）あいちミティゲーション、３）あいちミティゲーショ

ン定量評価手法、４）生物多様性ポテンシャルマップ、５）生態系ネットワーク協議

会、からなる。特に、生態系ネットワークの形成とあいちミティゲーションは特徴と

言える。生態系ネットワークとは「開発等によって分断された自然を、在来種による

緑地や生物の生息に適した水辺を適切に配置することによってつなぎ、地域本来の生

態系を保全・再生する取組」である。あいちミティゲーションとは、「地域内で開発

行為が行われる場合には、開発事業者は自然への影響を回避・最小化し、それでも残

る影響について、代償を進める。開発区域外で代償が行われる場合には、生態系ネット

ワ ー クの形成に効果的な場所で代償が行われるように県や生態系ネットワーク協議会

が調整を図る」ことである。これにより代償によって生態系ネットワークの形成が促進

されることになる。 

平成２５年と２６年はこのあいち方式の試行年で推進委員会が設置され、試行されて

いる。COP10 が開催され、生物多様性の重要性が全国レベルとまで言えないまでもかな

り一般に認識された。しかし時が経つにつれ、当時の熱気は薄れつつあるのも事実であ

る。このような時に、着実かつ厳密な行動計画を実施し、２０２０年目標を達成するこ

とは少なくとも愛知県民全体の重要な責務と考えている。 

小職は約２年半前に愛知県から岡山県へ異動して来た。岡山県における自然環境の保
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全の実態を知らないが、本年は愛知県・名古屋市とともに ESD に関する国際会議が岡

山市で開催される。生物多様性の保全に関する教育は ESD においても重要な項目であ

る。市や県レベルまでとは言わないまでも、大学や身近な環境においてもこのような考

え方と普段からの取組が重要と言える。 
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